
1 

第 1章 アメリカ合衆国 

中央大学教授 佐伯仁志 

 

1 はじめに 

 

 連邦国家であるアメリカ合衆国において、児童の連れ去りは、第 1 次的には州法の問題である

が、州境さらには国境を越えた連れ去りが問題となることが多い点で、連邦法も重要性を有して

いる。 

 家族による州境を越えた児童の連れ去りは、居住していた州の裁判所が出した監護決定の効力

を回避することを目的として行われることが多いため、これを防ぐための努力が民事法の領域に

おいて行われてきた。しかし、その効果は必ずしも十分でなく、刑事法による対応も行われてい

る。そこで、まず、家族による児童の連れ去りに関する問題状況とこれに対する民事法の領域に

おける対応、および、刑事法の領域における連邦法の対応を紹介し、次に、刑事法の領域におけ

る州法の対応を紹介することにしたい1。 

 

2 問題状況 

 

 アメリカ合衆国においては、1960 年代後半から 1970 年代にかけて児童の拐取が社会問題化し

た。そのような児童の拐取の中には、夫婦関係が破綻した親の一方が子を連れ去る事案が多く含

まれていた。このような親による子の連れ去り、特に州外への連れ去りが多発した背景には、子

の監護権をめぐる争いにおいて、自分に不利な決定を受けた親が、子を他州に連れ出して、そこ

で自分に有利な監護決定を求めようとすること、いわゆるフォーラム・ショッピングが頻繁に行

われたことがあった。 

 全国で行方不明になる児童の数や親によって連れ去られる児童の数を明らかにするために、

1984年に制定された「失踪児童援助法（the Missing Children’s Assistance Act2）」は、司法省の少年

司法非行防止局（the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention（OJJDP））に、実態調査の

実施を義務付けた。同局の委託を受けて行われた実態調査（NISMART-1）の報告書3は、家族によ

る児童の連れ去り（family abduction）を、「広義の事件」と「政策的に焦点を当てるべき事件」の

2つの類型に分け、前者を、監護の合意・命令に違反して児童を連れ去った場合、または、児童と

の面会交流後に少なくとも一晩以上児童を返さない場合と定義し、後者を、前者のうちで、行為

                                                        

1 本稿は、拙稿「アメリカ合衆国における家族による児童の連れ去りに対する処罰の在り方(上・

下)」法律時報 90巻 7号 2頁以下、同 8号 2頁以下(2018年)を基に、その後の状況に関する紹介

を付け加えたものである。本稿に記載した法令およびWEB 情報は、特に記載がない限り、2021

年 2月 16日現在のものである。 

2 42 U.S.C. §5771 et seq. 現在は 34 U.S.C. §11291et seq.となっている。 
3 David Finkelhor, et al., Missing, Abducted, Runaway and Thrown away Children in America, First 

Report: Numbers and Characteristics National Incidence Studies ,U.S. Dep't of Justice, OJJDP,(May 

1990), available at http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/nismart90.pdf. 
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者が児童の居場所を隠そうとした場合、児童が州外に連れ去られた場合、児童を恒久的に保持す

る意図があった場合のいずれかに当てはまる場合と定義した。そして、報告書は、1988年におけ

る広義の事件の被害児童数を 35万 4100人、政策的に焦点を当てるべき事件の被害児童数を 16万

3200人と推定した。また、同報告書は、親以外による児童の連れ去りについて、権限なく、威力

を用いて、児童を、建物もしくは車内に、もしくは 20フィート以上離れた場所に、1時間以上連

れ去る行為、または、他の犯罪を犯すために連れ去る行為を、「法の定義による家族以外による連

れ去り（Legal Definition No-Family Abductions）」と呼び、1988 年の被害児童の数を 3200 人から

4600人と推定している。同報告書は、このような家族以外による児童の連れ去りの中で、児童を、

①一晩以上連れ去る、②殺害する、③50マイル以上離れた場所に連れ去る、④身代金目的で連れ

去る、⑤恒久的に保持する意図がある、という事実のいずれかに当てはまる場合を「典型的児童

拐取（Stereotypical kidnapping）」と呼んでおり、1988 年の被拐取児童の数を 200 人から 300 人と

推定している（なお、FBI のデータによれば、1976年から 1987年の間に、見知らぬ者により拐取

され殺害された児童の数は、毎年 43 人から 147 人だという）。さらに、同報告書は、家出児童の

数を 44万 6700人、児童施設から逃げ出した児童の数を 1万 2800人と推定している。 

 少年司法非行防止局の委託で行われた第 2次調査（NISMART-2）の報告書4によると、1999年に

は、推定 26 万 2100 人の児童が拐取され、そのうち推定 20 万 3900 人（78％）が児童の親または

家族によるものであり、そのうち約 1000人が国際的拐取であると推定されている。警察、検察を

対象とする調査によれば、推定 3万 500件が警察によって公式に認知され、約 4500件が逮捕に至

った。警察は約 9500 件を検察に送致し、推定 1 万 5000 件が検察によって公式に認知された（検

察の認知数の方が多いのは、裁判所や被害者等を通じて事件を認知することがあるためである）。

検察が認知した事件のうち推定 3500 件が訴追され、そのうちの 31％が公訴棄却になり、49％が

有罪となっている。 

 

3 民事法の領域における対応 

 

 連邦憲法 4条 1項の「十分な信頼と信用（Full Faith and Credit）」条項は、他州の判決の尊重を

各州に義務づけており、連邦法にも同様の規定（28 U.S.C. §1738）が置かれている。しかし、連邦

最高裁は、州裁判所の監護決定が、「児童の最善の利益」の観点から事情変更によって常に変更さ

れ得るものであることを理由として、州裁判所の監護決定に「十分な信頼と信用」条項に基づく

拘束力を認めることに消極的であった。児童を他州に連れ去り、そこで一定期間生活をすれば、

常に事情変更を主張することが可能になるため、このような連邦最高裁の態度は、児童の連れ去

りを助長するものであったといえる。 

 そこで、フォーラム・ショッピングを目的とする児童の連れ去りを防止するため、1つの監護訴

訟について 1つの法域だけが管轄を有することを目指して、1968年に「子の監護事件の管轄に関

                                                        
4 Heather Hammer, et al., Children Abducted by Family Members: National Estimates and Characteristics, 

U.S. Dep't of Justice, OJJDP,(Oct. 2002), available at http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/196466.pdf; 

Kathi L. Grasso et al., The Criminal Justice System's Response to Parental Abduction, U.S.Dep't of 

Justice, OJJDP, (Dec.2001), available at https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojjdp/186160.pdf. 
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する統一法典（the Uniform Child Custody Jurisdiction Act（UCCJA））」が起草され、統一州法委員会

全国会議（the National Conference of Commissioners on Uniform Laws）とアメリカ法律家協会（the 

American Bar Association）がこれを採択した。しかし、同法典に従った立法をしない州や同法典の

内容を変更して立法する州があり（その後、全州で採用された）、また、同法典自体の問題点もあ

って、その目的を十分に達成することはできなかった。 

 そこで、1980 年に連邦議会は、「親による拐取防止法（the Parental Kidnapping Prevention Act 

（PKPA））」を制定して、他州の監護決定に「十分な信頼と信用」を与えることを各州に義務づけ

た。同法は、UCCJAの管轄規定と異なり、「本拠州（the home state）」（＝児童が直近の 6ヶ月間以

上継続して親と居住していた州、または、生後 6 ヶ月未満の幼児の場合は出生した州）に優先的

管轄権を与え、また、最初に決定を出した州に、親の一方または児童が継続して居住している限

り、継続的管轄権を与えた（28 U.S.C. §1738A）。さらに、養育費の取立てのために保健福祉省に

設けられていた連邦親探知サービス（the Federal Parent Locator Service）を、被拐取児童を連れ戻

すためにも活用できることとした（42 U.S.C. §663）。 

 1988年には、合衆国は、1980年の国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約を批准

し、「国際的児童奪取救済法（the International Child Abduction and Remedies Act（ICARA））」を制定

した（22 U.S.C. §9001 et seq）。 

 1997年には、UCCJAと PKPAとの矛盾を解消し、UCCJA の問題点を改善するため、新たに「子

の監護事件の管轄及び執行に関する統一法典（The Uniform Child Custody Jurisdiction and 

Enforcement Act（UCCJEA））」が統一法委員会（Uniform Law Commission (ULC)）によって採択さ

れた。同法典は、PKPA にならって、「本拠州」に優先的管轄権を与えるとともに（§201）、最初の

決定を出した州に専属的な継続的管轄権を認めている（§202）。また、同法典は、監護決定の執

行手続が州によって異なることが児童の返還を妨げているという反省から、執行手続に関する章

を設けて、児童が重大な身体的侵害を受ける、または、州外に連れ去られる、という差し迫った

危険が存在する場合には、裁判所が、児童の身体的監護を確保する令状を発布して、警察官にこ

れを執行させることができること（§311）、検察官その他の適切な公務員は、児童を探し、児童を

返還し、監護決定の執行を行うため、民事手続を含む法的手段を執ることができること（§315）、

検察官等の要請に基づき、警察官は、児童や当事者の居場所を探し、検察官等の法執行を援助す

るために必要な法的手段を執ることができること（§316）を規定している。その後、マサチュー

セッツ州を除くすべての州が UCCJEA を採用している。 

 さらに、児童の連れ去りを事前に防止することが重要であるという認識に基づき、2006年には、

「子の奪取の防止に関する統一法典（the Uniform Child Abduction Prevention Act （UCAPA））」が採

択された。裁判所は、同法 7 条に規定された多数の考慮要素に基づいて子の連れ去りの危険があ

ると確信できると判断される場合には、旅行制限命令やパスポート提出命令を含む連れ去り防止

措置を命ずることができる（§4, §8）。また、必要な場合には、児童の身柄を確保する令状を発布

し、警察官に必要な措置を命じることができる（§8-9）。UCAPA は、現在、15 の州で採用されて

いる5。 

                                                        
5 See, https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=c8a53ebd-d5aa-4805-

95b2-5d6f2a648b2a. 
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 その後、2010年にアメリカ合衆国が「親責任及び子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認

執行及び協力に関する1996年ハーグ条約（the Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, 

Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and 

Measures for the Protection of Children）」に署名したことを受けて、2013年にUCCJEAが改訂され

た。改訂UCCJEFは、1996年ハーグ条約の批准に向けて、同条約が適用される事案に関する特則

を置いており、「常居所（habitual residence）」を判断する際に考慮すべき6つの要素を列挙してい

る（§410）。また、1996年ハーグ条約事案についてのみ、最初に監護決定を下した裁判所の専属

的な継続的管轄権を廃止しており、端的に子の常居所によって米の国際裁判管轄を決定し、子の

本拠州に州の裁判管轄を付与する規定を置いている（§411）6。しかし、現在までのところ、連

邦と州の立法権限の調整がついていないため、同条約の批准は実現していない7。 

 

4 刑事法の領域における対応 

 

 規定上は必ずしも明確でなかったが、伝統的に、親による自分の子の拐取は処罰の対象とはな

らないとされていた8。しかし、現在の法状況は大きく変化している。 

 

(1) 連邦法 

 1929年の世界恐慌に始まる大不況期に、犯罪組織が身代金目的で裕福な家庭の児童を州境を越

えて拐取する事件が多発し、州刑法を適用して犯人を逮捕し有罪にすることに困難が感じられた

ため9、連邦議会は、1932年に、不法に拐取等され身代金または報酬目的で留め置かれた人を州境

または国境を越えて移動させる行為を処罰する法律10を制定した（Pub.L.72-189, 47 Stat. 326, その

後 18 U.S.C. §120111）。法案の審議の過程で、犯罪の主体に被害者の親を含めるかが議論されたが、

                                                        
6 以上について、村上正子「子の監護をめぐる国際紛争の統一的処理：子の監護に関する審判事

件の国際裁判管轄の規律のあり方」慶應法学 28号 353頁、363頁以下（2014 年）参照。 
7 See, Melissa A. Kucinski, The Future of Litigating an International Child Abduction Case in the United 

States, 33 J. AM. ACAD. MATRIMONIAL LAW. 31,60ff. (2020). 
8 初期の判例として、例えば、Commonwealth v. Myers, 23 A. 164(Pa.1892); Burns. v. 

Commonwealth, 18 A. 756(Pa.1889)参照。 
9 See, Barry Cushman, Headline Kidnappings and the Origins of the Lindbergh Law, 55 St. Louis U. L.J. 

1293(2011). 
10 この法律は、大西洋単独無着陸飛行で有名になったリンドバーグ(Charles Augustus Lindbergh)

の長男が 1932年 3月に誘拐され殺害された事件が制定の大きな原動力となったため、一般にリ

ンドバーグ法と呼ばれている。当初の議会の審議において、連邦拐取罪の創設は、連邦政府に

よる州権限の侵犯であるとする反対意見が強かったことについて、Horace L. Jr. Bomar, The 

Lindbergh Law, 1 Law & Contemp. Probs. 435,436(1934)参照。 
11 制定時の犯罪は、連邦の州際・国際通商権限に基づいて、被拐取者の移送罪の形で規定されて

いたが、現在の規定(18 U.S.C. §1201)は、被拐取者(死体を含む)が州境・国境を越えて移動させ

られた場合に限らず、犯人が犯罪の過程で州境・国境を越えて移動し、または郵便等を使用し

た場合、合衆国の管轄内で犯罪が行われた場合、被拐取者が連邦公務員・外国公務員である場

合など、連邦の刑事管轄権が認められる場合について、人を不法に拐取等して保持する行為を

処罰する規定になっている。被拐取者を保持する目的も、身代金・報酬目的に限らず、その他

の目的も含まれる規定になっている。 
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親は犯罪的意図で子を拐取するわけではないという理由で、未成年の被拐取者の親は、処罰範囲

から除外された12。 

 1970年代になって、親による子の連れ去りが社会問題化すると、これを処罰する連邦法を制定

することが検討されるようになり、様々な法案が提案されたが、司法省と連邦捜査局（FBI）が、

そのような処罰は不当に苛酷で希少な資源の無駄遣いであると強く反対したため、実現しなかっ

た。結局、前述した 1980年の PKPA において、親が子を拐取して州境・国境を越えて逃亡した場

合には、重罪犯人が訴追を免れるため州境・国境を越えて逃亡する罪（Fugitive Felon Act, 18 U.S.C. 

§1073）が適用される、との議会の意図を宣言するとともに、司法長官に対して、このような議会

の意図を実現するために採られた取組みについて報告書を提出することを義務付ける（Pub.L.96-

611, 94 STAT. 3573, §10）にとどまった13。これによって、議会は、州外に連れ去られた被拐取児童

の捜索・連れ戻しに FBI が積極的に関与することを期待したのである14。 

 1988 年のハーグ条約批准の際にも刑罰規定は設けられなかったが、1993 年になって、「親によ

る国際的拐取罪法（the International Parental Kidnapping Crime Act （IPKCA））」が制定された（18 

U.S.C. §1204）。同法の規定は、以下のようなものである。 

 

1204条 

 ａ 親の権利（parental rights）の適法な行使を妨害する目的で、児童を合衆国から連れ去り、又

は、合衆国外にいる児童を留置した者は、本章の罰金若しくは 3年以下の拘禁、又はその双方

に処する。 

 ｂ 本条にいう、 

  ⑴「児童」とは、16歳未満の者を意味する。 

  ⑵「親の権利」とは、法令、裁判所の命令、又は法的効果を有する当事者の合意により、児童

に関して認められた、単独又は共同の、面会交流権（visiting rights）を含む、身体的監護

（physical custody）の権利を意味する。 

 ｃ 以下の場合は、本条の積極的抗弁（an affirmative defense）となる。 

  ⑴被告人が、裁判所の拘束力のある命令によって認められた、監護又は面会交流の法的権利

の範囲内で行動しており、その命令が、子の監護事件の管轄に関する統一法典（UCCJA）又

は子の監護事件の管轄及び執行に関する統一法典（UCCJEA）によって発せられ、行為時に

                                                        
12 現在は、明文で未成年の被拐取者の親が除外されている(18 U.S.C. §1201a)。ただし、裁判所の

確定した命令によって親権を剥奪された者は「親」に含まれない(18 U.S.C.§1201h)。 
13 立法の経緯について、Anne B. Goldstein, The Tragedy of the Interstate Child: A Critical 

Reexamination of the Uniform Child Custody Jurisdiction Act and the Parental Kidnaping Prevention 

Act, 25 U.C. Davis L. Rev. 845, 915-918(1992)参照。 
14 州の検察官が、重罪犯人に対する州の逮捕令状が既に発布されていること、および、州が犯罪

人引渡に応じることを確認した上で、連邦検察官または FBIに、令状(Unlawful Flight to Avoid 

Prosecution(UFAP) warrant)の発布を請求することになっている。しかし、国際的連去り事案にお

いては、一般に、州の検察官は、高額の犯罪人引渡費用を負担することに消極的であることが

指摘されており、次に述べる IPKCA の制定の目的の 1つは、州ではなく、連邦政府が、犯罪人

引渡し請求の直接当事者になることにあるとされる。See, Caroline Berndt, United States v. Amer 

and the International Parental Kidnapping Crime Act - The Final Answer to the Problem of International 

Parental Abductions, 23 N.C.J. Int'l L. & Com.Reg. 405,418-419(1997). 
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有効であった場合 

  ⑵被告人が、家庭内暴力から逃げている場合 

  ⑶被告人が、監護又は面会交流の法的権利を認めた裁判所の命令に従って、児童の身体的監

護を有していて、不可抗力により児童を返還することができなかった場合で、かつ、被告人

が、他の親又は児童の法的監護権者に対して、当該事情を、面会交流期間が経過した後 24

時間以内に通報し、又は、通報するための合理的努力を行い、可能な限りすみやかに児童を

返還した場合 

 ｄ 本条は、親による国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約（1980年 10月 25日

ハーグで締結）の適用を妨げない。 

 

 本法の客体となる児童は 16歳未満の者であり、ハーグ条約の適用対象年齢と同じである。犯罪

の主体は児童の親に限定されていない。親の権利は、裁判所の命令や当事者間の合意が存在しな

い場合は、児童が居住していた州の法律によって判断される。 

 本法の制定に当たっては、ハーグ条約による児童の返還が第 1 の選択肢であるべきだとの議会

の意図が表明されている（Pub.L.103-173, 107 Stat.1997, §2b）。1204条 d項は、これを受けた規定

である。司法省の検察官が執筆した捜査・訴追の手引きでは、親が処罰される可能性があると、

子を引き渡さない締約国もあるので、訴追の判断に当たって留意すべきだとされている15。 

 本法の罪（18 U.S.C. §1204）の法定刑の上限は 3年の拘禁刑であり、終身刑（被拐取者が死亡し

た場合は死刑）が法定刑の上限である拐取罪（18 U.S.C. §1201）と比較すると、著しく軽い。連邦

量刑ガイドラインには、18 U.S.C.§1204に関する規定は存在しておらず、そのアペンディクスに

おいて、司法妨害罪（2J1.2）が指示されている。司法妨害罪の基本犯罪レベルは 14であり、これ

に対応する初犯者の量刑は 15月から 21月の拘禁刑である。 

 IPKCAが適用された事件として、United States v. Amer, 110 F.3d 873（1997）がある。同事件の事

案は、以下のようなものである。エジプト国民である Ahmed AmerとMona Amer 夫妻は、3人の

子とともにニューヨークに居住していた。その後、夫婦関係が破綻し、Ahmed は家を出て行った。

1995 年 1 月、Ahmed は、夕食をとるため Mona の家を訪問し、夕食後に Mona が買い物で外出し

ている間に、3人の子を連れ出し、エジプトに連れ去った。その後、3人の子は、エジプトで Ahmed

の母親と暮らしている。同年 2月、ニューヨーク州の裁判所は、Monaに 3人の子の監護権を与え

るとともに、Ahmed の逮捕令状を発布した。同年 5月、エジプトの裁判所は、Ahmed に 3人の子

の監護権を与えた。同年 6月、Ahmed はアメリカ合衆国に戻り、翌月逮捕された。Ahmed は、ア

メリカ合衆国にいた 3 人の子を国外に連れ去り留置したとして連邦裁判所に起訴されて有罪とな

り、24月の拘禁刑と子の返還を特別条件とする 1年の監視付釈放を言い渡された。Ahmed は控訴

して、IPKCAは、①不明確で違憲である、②過度に広範で信教の自由を侵害し違憲である、③IPKCA

にはハーグ条約の積極的抗弁が組み込まれているとしたうえで、④裁判所が、子の返還を監視付

釈放の条件としたこと、および⑤司法運営の相当程度の侵害を理由として犯罪レベルを 3 レベル

加重したことは違法である、と主張した。1997 年 3 月 26 日に出された第 2 巡回区控訴裁判所判

                                                        
15 See, Jennifer Toritto Leonardo, International Parental Kidnapping: An Overview of Federal Resources to 

Assist Your Investigation and Prosecution, 66 U.S. Att'ys Bull. 159, 160-161 (2018). 
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決は、Ahmedの主張をすべて却けて、1審の有罪判決と量刑を是認した。 

 判決は、①の点について、本件に関しては適用に不明確な点はなく、文面違憲は認められない

とした。判決は、立法過程から、「親の権利」が州法によって判断されることは明らかであると判

示している。次に、判決は、②の点について、控訴審で初めて主張されたので主張は認められな

いとした上で、信教の自由を侵害するとはいえないと判示した。 

 ③の点について、Ahmed は、IPKCAは同法に規定された積極的抗弁しか認めていないとする 1

審裁判所の判断は、ハーグ条約を損なってはならないとする 1204 条 d 項に反する、と主張した。

しかし、判決は、エジプトはハーグ条約の批准国でないので、Ahmed の訴追がハーグ条約を損な

うことはない、と判示した。判決は、続けて、刑事手続とハーグ条約の返還手続が同時進行して

いる場合に、ハーグ条約の積極的抗弁を刑事手続において認めるべきかは、微妙な問題である、

と述べている。 

 ④の点について、判決は、子の返還以上に本件の犯罪と犯罪者にふさわしい条件は想像できず、

この条件は、処罰の一般予防効果を増大させると共に、Ahmedが釈放後に子どもたちをエジプト

に留め置いて新たな罪を犯すことを抑止する点で特別予防効果も有している、と判示した。最後

の点は、Ahmed が釈放後に子を返還しないことが新たな犯罪になることを前提とした判示である。

判決は、釈放後の留置を新たに処罰しても、二重処罰に当たることはない、と判示している。 

 ⑤の点についても、Ahmed の行為は、係属中の訴訟手続を妨害したわけではないが、裁判所の

管轄外に児童を連れ去ることで、適切な訴訟手続の提起を妨害しているといえ、量刑ガイドライ

ンに基づく刑の加重は適切である、と判示している。 

 

(2) 州法 

ａ 模範刑法典 

 州法の拐取罪は、死刑や無期刑を含む厳しい刑罰が規定されているにもかかわらず、その適用

範囲が広範で不明確であった。そこで、1962年の模範刑法典は、以下のように、拐取罪を、一定

の目的を持った行為に限定するとともに16、関連するより軽微な犯罪類型を 3つ規定した17。 

 

212.1条 拐取（Kidnapping） 

 次に掲げるいずれかの目的をもって、不法に、他人をその住居又は業務の場所から連行し、そ

の現在地から相当の距離にある場所に連行し、又は、他人を相当の期間、隔離された場所に監禁

した者は、拐取の罪を犯したものとする。 

ａ 身代金若しくは報酬を得るため、又は防御手段若しくは人質とするために抑留すること 

ｂ 重罪の遂行又は遂行後の逃走を容易にすること 

ｃ 被害者又は他人に身体傷害を加え、又はこれを畏怖させる（terrorize）こと 

ｄ 統治上又は政治上の機能の遂行を妨げること 

                                                        
16 提案の背景、意図、各州の改正状況については、The American Law Insitute, Model Penal Code 

and Commentaries (Official Draft and Revised Comments), Part II, 1980, p208ff.参照 
17 条文の訳は、法務省刑事局『刑事基本法令改正資料 8号、アメリカ法律協会・模範刑法典(一

九六二年)』(1964年)を参考にしている。 
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 拐取の罪は、第 1級重罪とする。ただし、行為者が、公判審理に先立ち、被害者の生命を害す

ることなく自発的にこれを安全な場所に釈放したときは、第 2 級重罪とする。本条の適用に関

し、威力、脅迫又は欺罔を手段とする連行又は監禁、あるいは、14 歳に満たない者又は無能力

者の場合には、親、後見人その他その者の福祉について一般的な監督責任を負う者の同意なしに

行われた連行又は監禁は、不法に行われたものとする。 

212.2条 重罪たる身体拘束（Felonious Restriction） 

 故意に次に定める行為をした者は、第 3級重罪を犯したものとする。 

ａ 重大な身体障害の危険にさらす状況で、不法に他人の身体を拘束すること、又は、 

ｂ 他人を拘束して意に反する苦役に就かせること。 

212.3条 不法監禁（False Imprisonment） 

 故意に、他人を不法に拘束して、その自由を著しく妨げた者は、軽罪を犯したものとする。 

212.4条 監護侵害（Interference with Custody） 

 ⑴児童の監護：正当な権限がないのに、故意に又は無謀に、18歳未満の児童をその親、後見

人その他正当な監護者の監護から連れ去り、又は誘い出した（takes or entices）者は、罪を犯し

たものとする。ただし、次に定める事情があるときは、これを積極的抗弁とする。 

ａ 行為者が、児童をその福祉に対する危険から保護するために必要であると信じてその行

為をしたこと。又は、 

ｂ 児童が行為の時に 14 歳以上で、誘惑されることなくみずから求めて連れ去られ、かつ、

行為者が児童とともに又は児童に対して罪を犯す目的を有しなかったこと。 

 児童が法定年令（critical age）に満たないことが証明されたときは、行為者がその年令を知り

ながら、又は無謀にこれを無視して行為した（acted in reckless disregard）ものと推定する。本

項の罪は、軽罪とする。ただし、行為者が児童の親又は親と同視すべき地位にある者でなく、

かつ、その行為が児童の安全に関し重大な危惧を与えることを知っており、又はかような危惧

を生じさせる可能性を軽率に無視していたときは、第 3級重罪とする。 

 

 多くの州で模範刑法典に倣って改正が行われたが、その規定の仕方は様々である。以下では、

家族による児童の連れ去りを中心に紹介する。 

ｂ 家族による子の連れ去りと拐取罪の関係 

 ①親あるいは親族18を明文で拐取罪から除外する州がある。例えば、コロンビア特別区では、拐

取罪の主体から未成年者の親が除外されており（D.C. CODE ANN. §22-2001）、別途、親による拐

取罪（parental kidnapping）が規定され（§16-1021seq.）、16歳未満の児童を、その親または親族（あ

るいは、その指示を受けた者）が、他の者の監護権または面会交流権の行使を妨害する目的で、

連れ去り、隠匿し、留め置く行為が処罰されている。拐取罪の法定刑が 30年以下の拘禁なのに対

して、児童拐取罪の法定刑は、軽罪として、250ドル以下の罰金または 240時間以内のコミュニテ

ィサービスもしくはその併科、児童を州外に連れ出す等した場合は、重罪として、その期間が 30

                                                        
18 親族の範囲は、定義規定が置かれている場合は、親、先祖、兄、姉、おじ、おば(parent, 

ancestor, brother, sister, uncle or aunt)と定義されるのが一般である。See, DEL.CODE ANN.tit.11 

§786b; D.C. CODE§16-1021(4);KY. REV. STAT. ANN. § 509.010(1). 
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日未満の場合は、6月以下の拘禁または 1000ドル以下の罰金、30日以上の場合は、1年以下の拘

禁または 2500ドル以下の罰金である。 

 ②親または親族であることに加えて拐取の目的が児童の監護の獲得のみであることを除外の要

件とする州があり19、さらに、③これに加えて州外への連れ去りでないことも除外の要件とする州

がある20。また、④親または親族であっても致命的暴力（deadly force）の使用またはその脅迫を行

った場合は拐取罪が適用されると規定する州もある21。 

 明文の除外規定はないが、裁判所が解釈で親権者を拐取罪の処罰範囲から除外する州もある。

例えば、ミズリー州の State v. Porter, 241 S.W.3d 385（Mo. 2007）は、親権者が子を連れ去る行為

は、その親権が制限されていない限り、拐取罪（MO.REV.STAT. § 565.110）にいう「不法に連れ去

った」にはあたらず、同罪で処罰されないと解している。 

 親による拐取罪や監護侵害罪は、州内限りの場合は軽罪（misdemeanor）の重い類型、州外の場

合は重罪の軽い類型とするところが多い。州外への拐取を重罪としていることは、捜査共助や犯

罪人引渡の対象となり、連邦逮捕状発布の対象となる点で重要である。 

 拐取罪と関連する犯罪を監護侵害罪も含めて規定した結果、各州の規定は複雑なものとなって

いる。例えば、ニューヨーク州刑法典では、A 級軽罪である第 2 級不法監禁（N.Y.PENAL LAWS  

§135.05）、E 級重罪である第 1 級不法監禁（§135.10）、B 級重罪である第 2 級拐取（§135.20）、A-

I 級重罪である第 1 級拐取（§135.25）、A 級軽罪である第 2 級監護侵害（§135.45）、E 級重罪であ

る第 1級監護侵害（§135.50）が規定されている。不法監禁罪については、16歳未満の児童に対し

てその親族が監護を得る目的だけで行った場合が抗弁とされ（§135.15）、拐取罪についても、被害

者の親族が被害者の監護を得る目的だけで行った場合が抗弁とされている（§135.30）ので、16歳

未満の児童の親族が監護を得る目的で児童を連れ去った場合は、監護侵害罪だけが成立し得るこ

とになる。 

ｃ 保護法益 

 アメリカ合衆国において犯罪の保護法益が議論されることは多くないが、カリフォルニア州の

People v. Jones, 108 Cal. App. 4th 455（2003）は、拐取罪では被拐取者が、児童奪取罪（child abduction）

では監護者が保護客体であると述べている。拐取罪を刑法の人身犯罪の章に規定し、監護侵害罪

を他の章に規定する州も、保護法益の違いを意識しているものと思われる22。メリーランド州のよ

うに、監護侵害罪を家族法に規定するところもある（MD.CODE.ANN.FAM.LAW §9-304seq.）。 

ｄ 児童の年齢 

 監護侵害罪等の罪の客体となる児童の年齢は、多くの州が 18歳未満と規定しているが、連邦の

親による国際拐取罪と同様、16歳未満とする州も一定数存在しており、14歳未満とする州も少数

存在する23。 

                                                        
19 DEL.CODE ANN.tit.11 §784; KY REV. STAT.ANN.§ 509.060; N.Y.PENAL LAWS §135.30; OR.REV. 

STAT. §163.225(2). 
20 MO.REV.STAT. §565.140.1. 
21 WASH.REV.CODE §9A.40.030(2). 
22 例えば、家族に対する罪(TEX. PENAL CODE ANN. Chap.25)、家族に関わる罪(ARK. CODE 

ANN. Tit5.Chap.26)、公共政策に対する罪(S.C.CODE ANN. §16-17-495)など。 
23 16 歳未満とするものとして、D.C. CODE ANN. §§16-1021a,1022; KAN. STAT. ANN. §21-5409; 
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ｅ 行為類型 

 模範刑法典は、拐取罪の手段を限定していないが、州法では、暴行、脅迫、欺罔等の手段を用

いた場合に限定する州が多い。 

 一方、監護侵害罪の行為類型としては、連れ去りの他、隠匿留め置きも規定するのが一般的で

ある24。留め置きについては、時間を定めるところも多い。例えば、コロンビア特別地区法は、返

還を求められ 48 時間以内に返さなかった場合に、犯罪が成立すると規定している（D.C.CODE 

ANN.§16-1022(3)）。相当期間（protracted period of time）と規定する州も多い。 

 また、監護者による面会交流権の侵害を特別に規定する州もある25。 

ｆ 裁判所の監護命令が監護侵害罪の要件か 

 州の中には、監護侵害罪の成立要件として、すでに裁判所の監護命令が出ていて、これに違反

することを要求するところがある26。 

 児童の連れ去りが同時に裁判所の命令に違反する場合、裁判所侮辱罪と監護侵害罪の両方で処

罰すると憲法が禁止する二重の危険に当たるかが問題となるが、当たるとする州と、要件・目的

を異にするので当たらないとする州に分かれている27。ヴァージニア州法（VA. CODE ANN. §18.2-

47(D)）のように、明文で「裁判所侮辱の処罰に加えて」監護侵害を処罰すると規定するところも

ある。 

ｇ 監護侵害罪の主観的要件 

 模範刑法典は、監護侵害罪の主観的要件について、故意のほか無謀を含め、年齢の認識につい

ては推定規定まで置いているが、州法では、故意を要求するのが一般的であり、無謀まで含める

州は少ない28。明文で権限がないことの認識を要求する州も多い。さらに、監護を相当の期間奪う

                                                        

MD. CODE. ANN. FAM. LAW §§9-304,305; N.C.GEN. STAT. §14-320.1; OKLA. STAT. §21-891; 

S.C.CODE ANN. §16-17-495(A)(1); W.VA. CODE §61-2-14(b)などが、14歳未満とするものとし

て、MISS. CODE ANN. §97-3-51の他、MICH. COMP. LAWS §750.350a もそうではないかと思わ

れる。 
24 例えば、State v. Edmisten, 674 S.W.2d 576 (Mo.1984)は、“takes from custody”(MO. REV. STAT. 

§565.150)という文言に留め置きも含まれると解している。 
25 See, e.g., ALASKA STAT. § 11.51.125; ARIZ. REZ. STAT. ANN. §13-1305; ARK. CODE ANN. §5-26-

501; 720 ILL. COMP. STAT. §5/10-5.5; UTAH CODE ANN. §76-5-303(2)(a). 
26 See, e.g., ARK. CODE ANN. §5-26-501,502; COLO. REV. STAT. §18-3-304; IND. CODE § 35-42-3-4; 

IOWA CODE §710.6; LA.STAT.ANN. §14:45.1; NEV. REV. STAT. § 200.359(1); 11 R.I. GEN. LAWS § 

11-26-1.1; S.D.CODIFIED LAWS §22-19-9; TENN.CODE.ANN. §39-13-306; TEX. PENAL CODE 

ANN. §§ 25.03(a)(1)(2); VA. CODE. ANN §§18.2-47(D),2-49.1; W.VA. CODE §61-2-14. 監護命令違

反に加えて州外への連れ出しも要件とする州もある。MISS. CODE ANN. §97-3-51; N.C. GEN. 

STAT. §14-320.1; N.D. CENT. CODE §12.1-18-05. 
27 二重の危険を肯定する判例として、Hobbs v. State, 862 S.W.2d 285(Ark.1993); In re Marriage of 

D'Attomo, 570 N.E.2d 796, 796 (Ill. 1991), Fierro v. State,653 So. 2d 447 (Fla.1995)、否定する判例と

して、State v. Kimbler,509 N.E.2d 99(Ohio 1986)など参照。See, Susan Kreston, Prosecuting 

International Parental Kidnapping, 15 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y 533,548-549(2001); Valerie 

Brummel, Parental Kidnapping, Criminal Contempt of Court, and the Double Jeopardy Clause: A 

Recommendation for State Courts, 106 J. Crim. L. & Criminology 315(2016). 
28 See, ARK. CODE ANN. § 5-26-502(a)(2); FLA. STAT. §787.03(1); GA. CODE ANN. §16-5-

45(b)(1)(A); OHIO REV. CODE ANN. §2919.23(A); 18 PA. CONS. STAT. §2904(a). 監護権の有無に

関する過失も処罰するものとして、ARIZ. REV. CODE ANN. §13-1302(A); OR. REV. STAT. 

§163.245(1). 
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目的を要求する州もある。年齢の認識について推定規定を置くのは、フロリダ州だけである（FLA. 

STAT. §787.03(5)）。 

ｈ 継続犯 

 監護侵害罪は、一般に、継続犯であるとされている29。したがって、公訴時効は、児童が監護権

者のもとに戻された時点から進行する30。また、継続する犯罪の一部について処罰がなされたとし

ても、以後もなお犯罪が継続していれば、さらに処罰することができる31。緊急避難の適用につい

ても、継続犯であるから、行為時に緊急の必要性があったとしても、必要性がなくなってなお返

還しないとその時点から犯罪が成立するとされている。 

ｉ 解放減免規定 

 模範刑法典と同様、行為者が被拐取児童を自発的に解放（ないし返還）した場合は犯罪のラン

クが下がると規定されていることが多い。犯罪の抗弁として規定する州もある。その場合の時的

限界については、犯行後 48 時間以内（MINN.STAT. §609.265(a)）、14 日以内（N.M.STAT. §30-4-

4(G)）、逮捕状発布前（TENN.CODE §39-13-306(c)(2)）、逮捕前（KY. REV. STAT. § 509.070(2)）など

様々である。州内の連れ去りはアレインメントまで、州外への連れ去りは逮捕前までと分けて規

定する州もある（MONT.CODE ANN.§45-5-304(3)）。 

ｊ 児童の同意 

 一般に、監護者の同意の有無だけが犯罪の要件ないし抗弁として問題となり、児童の同意は犯

罪の成否に影響を与えないとされているが、模範刑法典にならって、行為が 14歳以上の児童の慫

慂によって行われ、行為者に誘惑行為や犯罪目的がない場合を抗弁とする州もある32。 

ｋ 緊急避難の抗弁 

 模範刑法典は、「行為者が、児童をその福祉に対する危険から保護するために必要であると信じ

てその行為をしたこと。」を監護侵害罪の抗弁として規定している。同様の抗弁を規定する州が多

いが、危難の規定の仕方は、「児童の福祉」、「児童の健康と安全」、「児童に対する差し迫った身体

的・精神的危険」など様々である。 

 行為者本人に対する危難を避けるための抗弁は、模範刑法典制定当時はその必要性が認識され

ていなかったが、現在では、抗弁を規定する州の多くがこれを規定している33。 

 客観的に危難が存在する場合だけでなく、危難が存在すると行為者が合理的に信じた場合も抗

                                                        
29 継続犯であることを明文で規定する州として、CAL. PEN. CODE §279.1; D.C. CODE §16-

1023(f); IND. CODE §35-42-3-4(d); N.J. STAT. §2C:13-4(e); N.M. STAT. §30-4-4(H); OHIO 

REV.CODE § 2919.23(D)(4)がある。判例で認める州として Perrin v. State, 66 P.3d 21,24 (Ala.2003)

など参照。 
30 See, State v. Rose, 706 P.2d 583(Or.1985). 
31 そのような処罰が二重処罰に当たらないと解されていることについて、連邦法に関する United 

States v. Amer判決を紹介したが、州法の判例として、例えば、カリフォルニア州の People v. 

Lazarevich, 95 Cal. App. 4th 416(2001)参照。 
32 See, COLO. REV. STAT. §18-3-304(3); FLA. STAT. §787.03(4)(c)［児童の慫慂に応じたことが合理

的だったことを要する］; N.J. STAT. ANN. §2C:13-1(e)(3); 18 PA. CONS. STAT. §2904(b)(2); WYO. 

STAT. § 6-2-2046-2-204c ii. 
33 See, e.g., CAL. PENAL CODE §278.7(b) ; D.C. CODE §16-1023b; FLA. STAT. § 787.03(4)［子を虐

待場面にさらさないためも含まれる］; N.J. STAT. §2C:13-4(c); N.Y. PENAL LAW §135.50; TEX. 

PENAL CODE ANN. §25.03 (c-2); WIS. STAT. § 948.31(4). 
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弁に含まれているのは、他の正当化事由と同様、アメリカ刑法の特色の 1つである。 

 抗弁に関して注目されるのは、厳格な手続要件を課す州が見られることである。例えば、フロ

リダ州法は、行為後 10日以内に連れ去り後の居住地と連れ去り前の居住地の双方の官憲に児童の

名前、現住所、電話番号、行為の理由を通報し、合理的期間内に監護訴訟を提起することを要求

している（FLA.STAT.§787.03(6)(b)）34。ユタ州法のように、当局への事前通告を要求する州もある

（UTAH CODE ANN. §76-5-303(6)(2)）。 

 さらに、州外に逃げると抗弁を認めない州（N.H. REV. STAT. ANN. § 633:4（IV）; VT. STAT. ANN. 

tit. 13, § 56-2451(c)）、州内にいて監護訴訟を提起することを要件とする州（MINN. STAT.§ 609.265 ）

もある35。 

 連邦刑法の親による国外拐取罪は、不可抗力の抗弁を規定しているが（18 U.S.C.§1204c(3)）、同

様の規定をもつ州もある36。 

 約半数の州は、特別の抗弁規定をもっていない。その中には、児童の福祉を理由とする抗弁を

認めることは、自力救済に道を開いてしまうおそれがあることを理由として、意識的に模範刑法

典に従わなかった州もある37。その場合にも、一般の緊急避難（necessity）の抗弁が適用されるか

という問題は残っており38、緊急避難の抗弁を認めない場合であっても、他の要件の判断において

同様の考慮が認められることもある39。 

 緊急避難の抗弁をめぐるアメリカ合衆国における議論は、児童の福祉を図ることと自力救済の

防止との間の緊張関係をよく現わしている。 

 

5 民事と刑事の連携 

 

                                                        
34 CAL. PENAL CODE §278.7(c)は、合理的時間内に、元の居住地の検察庁に児童の名前、現住

所、電話番号、行為の理由を通報し、監護訴訟を提起することを、N.J. STAT. ANN. §2C:13-

4(c)(d)は、児童に対する危険の場合は、行為後 24時間以内に元の居住地の官憲に児童の現住所

を通報することを、自分に対する危険の場合は、合理的期間内に同様の通報をするか監護訴訟

を提起することを、W.VA. CODE §61-2-14a(f)は、即時に監護者、法執行機関または児童福祉局

に通報することを要求している。一方、抗弁の要件ではないが、行為後直ちに監護訴訟を提起

して、民事裁判所によって差し迫った危険から逃れるために必要であったことが認定された場

合には、刑事の抗弁が認められることを規定する D.C. CODE §16-1023(c); MD. CODE ANN. 

FAM. LAW §9-306(a)のような例もある。 
35 S.D. CODIFIED LAWS §22-19-11は、子を連れ去られた監護者が 9日以内に被害を官憲に通報

しなかった場合は、抗弁になると規定しており、被害者に通報義務を課す珍しい規定である。 
36 See, MO. REV. STAT. §565.160(2)［24時間以内に監護者に連絡する合理的努力をしたことが要

件］, 11 R.I. GEN. LAWS §11-26-1.1(b)(2)［24時間以内に児童の居場所と連絡方法を他の親に連

絡し、すみやかに返還したことが要件］. 
37 抗弁を認めないオレゴン州およびこれに倣ったアラスカ州の立法経緯について、Perrin v. State, 

66 P.3d 21 (Ala. 2003)の Mannheimer判事の反対意見を参照。 
38 緊急避難の適用可能性を認めた上で、民事手続による救済があることを理由に、補充性を否定

し、抗弁を認めなかった判決として、State v. Rubenstein, 2003 Conn. Super. LEXIS 1638, State v. 

Woods, 583 A.2d 639(Conn. 1990)参照。 
39 アラスカ州の前掲判例は、監護侵害罪において緊急避難の抗弁は認められないが、同罪の要件

である「児童を相当期間保持する意図」を否定する証拠として、虐待を避けるために連れ出し

たと主張された場合は、被告人の証言を認めなければならないとしている。 
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 連邦の IPKC では、ハーグ条約による児童の返還が第 1 の選択肢であるべきだとの議会の意図

が表明されていた。州法においても、民事に対する補充性を令状発布の要件として規定している

州法（N.V. REV. STAT. § 200.359）がある。 

 カリフォルニア州法では、連れ去られた児童の返還に必要な場合には、検察官が民事的救済を

家庭裁判所に請求することができ、また、家庭裁判所の監護命令の執行を援助することができる

とされている（CAL. FAM. CODE §§3130-3133）。UCCJEA の同様の規定（§315）は、カリフォル

ニア州法を参考にしたものとされている。同法典の注釈は、刑事手続だけでは、児童の返還を実

現するのに十分でないかもしれず、刑事訴追に代えて、またはこれに加えて、民事手続を使用す

ることで、検察官の選択肢が拡大し、児童の連れ去りおよび留置の問題を解決するためのより安

価で破壊的でない手段を提供し得る、と述べている40。 

 このような民事手続と刑事手続の連携の必要性から、民事と刑事の統合手続（民事手続の裁判

官が刑事も扱うこと）も提案されているが、訴訟法や目的の違いから生ずる困難も指摘されてい

る41。 

 アメリカ合衆国では、刑罰として損害賠償を命じる制度が一般に認められているが、児童拐取

罪や監護侵害罪について州政府および被害者に対する損害賠償命令を特に規定する州がみられる

42。 

 

6 ハーグ条約に関する近時の連邦最高裁判例 

 

  連邦最高裁は、近時、Monasky v. Taglieri, 140 S. Ct. 719 (2020)において、ハーグ条約が定める 

「常居所(habitual residence)」の判断基準と審査基準について判示した。 

 事案は以下のようなものである。 

米国籍の Monasky は、イタリア国籍の Taglieri と 2011 年にアメリカで婚姻し、2 年後に、2 人

はイタリアに移って生活を始めた。（Monasky の主張によれば、Taglieri による家庭内暴力もあっ

て）、2人の結婚生活は破綻に瀕するようになり、2015 年 2月に子が生まれた 2ヶ月後に、Monasky

は、子を連れてアメリカのオハイオ州に移った。Taglieriは、イタリアの裁判所に監護裁判を提起

し、裁判所は、Monaskyによる家庭内暴力の主張を否定し、彼女の親権を剥奪した。同時に、Taglieri

は、ハーグ条約に基づき子のイタリアへの返還を求めて、オハイオの連邦地区裁判所に申し立て、

地区裁判所は、夫婦がアメリカに戻ることを決めていなかったことなどを理由に、イタリアを子

の常居所と認定して、子のイタリアへの返還を命じた。同判決の効力停止を地区裁判所および控

訴裁判所が認めなかったため、子は 2016 年 12 月にイタリアに返還され、父親の監護下に置かれ

た。 

                                                        
40 See, National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Uniform Child Custody 

Jurisdiction and Enforcement Act with Prefactory Note and Comments, 67 (1997). 
41 See, Judges' Guide to Criminal Parental Kidnapping Cases: Chapter I, 48 Juv. & Fam. Ct. J. 1-1,1-18 

(1997) 
42 See, CAL. PENAL CODE §278.6(c); MICH. COMP. LAWS §750.350a(3); MO. REV. STAT. 

§565.150(3); N.V. REV. STAT. §200.359(5); N.J. STAT. ANN. 2C:13-4(f)(1); OHIO REV. CODE ANN. 

§2905.01(C)(2); WIS. STAT. §948.31(6). 
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第 6 巡回区控訴裁判所も地区裁判所の判決を是認したため、Monasky は連邦最高裁に上告受理

の申立てを行い、連邦最高裁は、常居所の判断基準に関する控訴裁判所の判断が分れていること

を指摘して、これを統一するために、上告を受理した。 

ギンズバーグ判事による法廷意見は、子の常居所は、諸事情の総合的考慮によって決定される

べきであり、居住地に関する両親の合意は不要である、と判示して、控訴裁判所判決を是認した。 

 第 1 に、法廷意見は、ハーグ条約が常居所の概念を定義していないことを指摘した上で、条約

の注釈や他の加盟国等における解釈を参照して、常居所は諸事情の総合的考慮によって決定され

るべきであると判示した。Monasky は、子を家庭内暴力から守るためには、常居所の決定に両親

の同意を要求すべきであると主張したが、法廷意見は、家庭内暴力の問題は、子が返還された後

の監護権の本案に関する裁判において十分に争われるべきものであること、および、ハーグ条約

13条 bが「返還することによって子が心身に害悪を受け、又は他の耐え難い状態に置かれること

となる重大な危険があること」を抗弁として認めていること（地区裁判所は、Taglieriによる家庭

内暴力の証拠は認められないと認定している）を指摘して、これを斥けた。 

 第 2 に、法廷意見は、常居所の審査基準について、常居所の決定は、事実と法的判断の混合的

問題（a mixed question of law and fact）であることから、常居所は、地区裁判所によって判断され

るべきであり、その決定を、控訴裁判所は、明白な誤りの基準（a clear-error review standard）によ

って審査すべきである、と判示している。 

 

7 おわりに 

 

 アメリカ合衆国においては、親による子の連れ去りについて、連邦と各州でこれに対処するた

めの法規定が整備されている。問題は、法律の規定よりも、法執行に当たる関係者の、親による

子の連れ去りに対する寛容さ、刑事的対応への消極性にあるようである。この問題は以前から指

摘されてきたものである。このような状況を改善するため、実態調査によって明らかになってい

る被害児童と被害家族の心理的・経済的被害の重大性を強調して、厳格な法執行の必要性が度々

指摘されてきたが、関係者の消極的態度はなかなか変わらないようである43。 

 司法省少年司法非行防止局の嘱託を受けた 3回目の実態調査（NISMART−3）が行われ、2013年

の推計が発表されているが、失踪児童の推定数が 1999年の 64万 3300人（児童 1000人当たり 9.2

人）から 49万 1000人（同 6.3人）に減少しているにもかかわらず、親によって連れ去られた児童

                                                        
43 Susan Kreston, Prosecuting International Parental Kidnapping,15 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y 

533,535 (2001)は、「親による子の連れ去りは、家庭内の問題で、専ら民事の問題として解決さ

れるべきである、という神話を、検察官、捜査官は、否定しなければならない」と指摘してい

たが、最近でも、同様の問題が、Jane K. Stoever, Parental Abduction and the State Intervention 

Paradox, 92 Wash. L. Rev. 861 (2017)によって指摘されている。同論文の著者は、カリフォルニア

大学ロースクール・アーバイン校の家庭内暴力クリニック所長であり、同教授が、クリニック

で扱った事件に対する司法関係者の消極的態度を紹介したワシントンポスト誌の記事が興味深

い。 See, https://www.washingtonpost.com/outlook/most-kidnapped-children-are-taken-by-a-parent-

that-doesnt-mean-theyre-safe/2017/07/21/8340cefe-6bc9-11e7-b9e2-

2056e768a7e5_story.html?noredirect=on&utm_term=.d1a13e253d28 
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の数は、1999 年の 19 万 2900 人（同 2.7 人）から 23 万 600 人（同 3.0 人）に増加している44。調

査方法が異なるので、単純な比較は困難であるが、様々な努力にもかかわらず、家族による児童

の連れ去りに対する対策は、あまり効果を上げていないのかもしれない。 

 家族による児童の連れ去りに対するアメリカ合衆国における法的対策は、必ずしも成功してい

るとはいえないかもしれないが、拐取罪よりも軽微な犯罪類型として監護侵害罪が設けられてい

ること、緊急避難の抗弁において、自力救済の横行を阻止するために厳格な手続的要件を課して

いること、民事と刑事の連携が図られていることなどは、わが国においても参考になると思われ

る。 

                                                        
44 Andrea J. Sedlak, et al., National Estimates of Missing Children: Updated Findings From a Survey of 

Parents and Other Primary Caretakers, U.S. Dep't of Justice, OJJDP, (June 2017), available at 

http://www.ojjdp.gov/pubs/250089.pdf. 


